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公益財団法人 東教育財団 

  



 

令和６年度事業計画書 

 

 １ 助成事業について 

  （１）学校教育事業助成 

    ① 助成対象となる団体 

      大阪市内に所在する学校教育法第１条に規定する学校（私立学校を除く。） 

のうち、幼稚園、小学校及び中学校 

    ② 助成対象となる事業 

      大阪市中央区内の学校教育の充実・発展に寄与し、かつ、当該学校の独自 

性や特性を持つ事業。ただし、事業実施に要する経費の全額を公費で負担す 

べき事業はこの限りでない。 

    ③助成対象となる経費 

      上記事業の実施に直接必要となる経費（助成金を助成対象事業以外の目的 

に使用することはできない。） 

    ④ 助成の基準 

     ・幼稚園    １園につき 20万円限度 事業数は問わない。 

     ・小学校    １校につき 30万円限度 事業数は問わない。 

     ・中学校    １校につき 40万円限度 事業数は問わない。 

 

  （２）社会教育・生涯学習事業助成 

    ① 助成対象となる団体 

      大阪市内に所在する社会教育・生涯学習の活動を行う社会教育団体及び生 

涯学習団体 

    ② 助成対象となる事業 

      大阪市中央区内の社会教育や生涯学習の充実・発展に寄与する事業。ただ 

し、営利を目的とする事業はこの限りでない。 

 この助成金は、社会教育事業助成と生涯学習事業助成の２種とする。 

    ③ 助成対象となる経費 

      上記事業の実施に直接必要となる経費（助成金を助成対象事業以外の目的 

に使用することはできない。） 

 

 

 

 



    ④ 助成の基準 

     ・社会教育事業助成 １団体１事業 10団体まで １事業 25万円から 40万 

円の範囲内 

     ・生涯学習事業助成 １団体１事業 ８団体まで １事業 10万円限度 

     ・助成金額は、助成対象となる経費の５０％以内の額 

 

  （３）地域文化・まちづくり事業助成 

    ① 助成対象となる団体 

      大阪市内に所在する地域文化・まちづくり活動を行う団体 

    ② 助成対象となる事業 

      大阪市中央区内の地域文化や地域まちづくりの振興に寄与する事業。ただ 

し、営利を目的とする事業はこの限りでない。 

 この助成金は、地域文化事業助成と地域まちづくり事業助成の２種とする。 

    ③ 助成対象となる経費 

      上記事業の実施に直接必要となる経費（助成金を助成対象事業以外の目的 

に使用することはできない。） 

    ④ 助成の基準 

     ・地域文化事業助成    20事業程度 １事業 15万円限度 

     ・地域まちづくり事業助成 ５地域まで  １地域 40万円限度 

     ・助成金額は、助成対象となる経費の５０％以内の額 

 

  （４）申請受付期間    ２月１３日（火） ～ ２月２９日（木） 

 

  （５）令和６年度事業助成募集要項 

 

  （６）助成金の審査及び決定 

     助成団体及び助成金額は、助成金審査会の審査を経たうえ、４月開催の理事 

会で決定する。 

 

  （７）助成事業の広報 

    ① 財団のホームページに掲載 

    ② 「広報ちゅうおう」２月号に令和７年度募集記事掲載 

 

２ 特定費用準備資金積立金事業について 

  （１）基本財産運用益減収対策積立資金（令和２年度設定） 

     ６年度に見込まれる収支不足額 196万円の取崩しを実施する。 

 

  （２）財団設立 100周年記念事業積立資金（令和４年度設定） 

     東教育財団設立 100周年記念事業のうち公益目的事業として実施する講演会 



の開催経費 45万円の取崩しを実施する。 

 

 ３ 広報啓発事業 

  （１）「東教育財団だより」の発行 

     東教育財団の事業と、大阪の文化・歴史を紹介する季刊誌を発行する。 

      ・ 発行時期  年４回 （４月春号、７月夏号、10月秋号、１月冬号） 

      ・ 仕様等   Ａ４版４頁、200部発行 

      ・ 財団ホームページにも掲載 

 

  （２）財団ホームページの更新による情報開示 

     財団ホームページを更新し、東教育財団の事業及び財務について情報開示を 

行う。 

 

 ４ その他 

  （１）東教育財団設立 100周年記念事業の実施 

     東教育財団は、令和７年（2025年）３月に設立 100周年を迎えるので、設

立 100周年記念事業として次の事業を実施する。 

    ア 記念祝賀会の開催 

    イ 記念品の作成・配付 

    ウ 記念誌等の発行 

    エ 財団の「ロゴマーク」の制定 

    オ 講演会の開催 

  



〔参考〕令和６年度事務事業予定 

実施予定月日 事務事業 内   容 備 考 

(３月 28日) 第 30回助成金審査会  ６年度助成申請書審査 事務所 

４月 上旬 情報公開、広報 ６年度事業・予算等のＨＰ掲載 ホームページ 

４月 上旬 東教育財団だより 第 37号発行  

４月 上旬 業務執行役員会 ６年度第１回役員会開催 事務所 

４月 15日 第 55回理事会 ６年度助成事業の決定 

 

中央区地域コミ

ュニティプラザ 

４月 下旬 助成金決定通知送付 申請のあった各学校園・団体へ  

４月 下旬 第 31回助成金審査会 ５年度実施報告書審査 事務所 

５月 上旬 監事監査 ５年度監査 事務所 

５月 中旬 業務執行役員会 ６年度第２回役員会開催 事務所 

５月 下旬 第 56回理事会 ５年度事業報告・決算等審議 

 

中央区地域コミ

ュニティプラザ 

６月 上旬 業務執行役員会 ６年度第３回役員会開催 事務所 

６月 中旬 第 27回評議員会 ５年度事業報告・決算等審議 

 

中央区地域コミ

ュニティプラザ 

６月 下旬 定期報告書類の提出 事業報告・財務諸表の電子提出 大阪府 

７月 上旬 情報公開、広報 ５年度事業・決算報告、６年

度助成実績等のＨＰ掲載 

ホームページ 

７月 上旬 東教育財団だより 第 38号発行  

９月 中旬 業務執行役員会 ６年度第４回役員会開催 事務所 

９月 下旬 監事監査 ６年度中間監査 事務所 

10月 上旬 第 57回理事会 ６年度事業の中間進捗状況報告 

７年度事業助成募集要項審議 

中央区地域コミ

ュニティプラザ 

10月 上旬 東教育財団だより 第 39号発行  

11月 上旬 情報公開、広報 ７年度事業助成等のＨＰ掲載 ホームページ 

11月 中旬 事業助成説明会 ７年度事業助成申請者説明会 中央区地域コミ

ュニティプラザ 

12月 上旬 業務執行役員会 ６年度第５回役員会開催 事務所 

１月 上旬 東教育財団だより 第 40号発行  

２月 上旬 ７年度事業助成広報 区広報紙に募集記事を掲載  

２月 上旬 100 周年記念講演会・祝

賀会 

100 周年記念講演会・祝賀会の

開催 

 

２月 中旬 ７年度事業助成受付 ７年度事業助成募集  

２月 下旬 業務執行役員会 ６年度第６回役員会開催 事務所 

３月 中旬 第 58回理事会・ 

第 28回評議員会 

７年度事業計画書・予算書審議 中央区地域コミ

ュニティプラザ 



３月 下旬 定期報告書類の提出 事業計画書・予算書の電子提出 大阪府 

    

    

    

適  時 事業の進捗報告 理事長・会計理事・審査理事 事務所 

適  時 公認会計士の指導 財務諸表にかかる指導 事務所 

適  時 各種セミナー参加 財団運営関係講習会  

 


